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別紙２ 

「交通管制に関する安全の向上のための取り組み（平成２９年度）」 

 

はじめに 

国土交通省航空局は、国際民間航空条約第 19 附属書に従い、平成 25年 10 月に民間航空

の安全監督を行う者として民間航空の安全のために講ずべき対策等について網羅的に定め

た「航空安全プログラム（SSP：State’s civil aviation Safety Programme for Japan）」

を策定した。その中で、再発の防止、未然の防止に役立てるため、民間航空の安全に関する

情報を収集・分析し、関係者と共有を行うことしています。 

 本報告は平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日）に収集した安全情

報を分析し、交通管制分野に関わる取り組みをまとめたものです。 

 

Ⅰ．国における航空安全の向上へ取り組み 

航空機の利用者数は増加を続けており、2020 年にはオリンピック・パラリンピック東京

大会の開催、また政府は訪日外国人旅行者数 2020 年 4000 万人、2030 年 6000 万人を目標と

し、羽田空港や成田空港の首都圏空港の処理能力の拡大や地方空港のゲートウェイ機能強

化と LCC 就航促進を進めています。この結果、今後、航空交通量もますます増加することが

予想されています。 

航空交通は、ひとたび事故が発生すれば 多くの人命が奪われる可能性が高く、その安全

の確保はすべての活動において優先されることが大前提です。国は航空事故を未然に防止

するため、航空安全についての対策を着実に実施しています。 

 

１．航空安全プログラム 

○ 本プログラムは、国土交通省航空局が民間航空の安全を監督する者として、民間航空の

安全のために講ずべき対策等について網羅的に定めたものです。  

○航空安全当局は民間航空の安全のために講ずべき対策等を示し、これらを適切に実施す

ることにより、民間航空における航空事故その他の航空の安全運航に影響を及ぼす事態を

未然に防ぎ、もってその安全の確保を図ることを目的としています。 

これらの施策の詳細については、「航空安全プログラム」 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000005.html を参照ください。 



 
 

 

 

２．交通管制分野の航空安全当局 

 交通管制分野の航空安全当局は以下の組織です。 

・航空局安全部航空交通管制安全室 

・地方航空局交通管制安全監督課 

 

３．交通管制分野の業務提供者 

 交通管制分野の業務提供者は以下の組織または設置者です。 

(1) 航空保安業務提供者 

  ・1航空局交通管制部・2 地方航空局保安部 

・4 管制部・30 空港事務所・19 空港出張所・2 空港・航空路監視レーダー事務所 

・2 航空衛星センター・１航空情報センター・１技術管理センター 

・システム開発評価・危機管理センター・1飛行検査センター 

航空保安業務については http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000317.html 

を参照ください。 

 

(2) 国土交通大臣以外の者が設置する航空保安施設（航空保安無線施設、飛行場灯火施設） 

の設置者 

 ・4会社管理空港・2国管理空港・5 特定地方管理空港・53 地方管理空港 

・6 その他飛行場・1 非公共用飛行場・8 公共用ヘリポート 

・53 非公共用ヘリポート・2 航空灯台 

 



 
 

４．安全情報の義務報告対象事項 

 ・航空事故 

・重大インシデント 

・その他事案（航空の安全に影響を及ぼし、又はそのおそれのある事態であって航空事故

又は重大インシデント以外のもの） 

 

Ⅱ．主な事案 

１． 平成 29 年度に発生した航空事故・重大インシデント 

1-1.航空事故：なし 

 

1-2.重大インシデント：１件（航空保安業務が関連する可能性のあるもの） 

 
 
２． 平成 29 年度に航空事故・重大インシデントでフォローアップが完了したもの 

2-1. 航空事故 

 

 



 
 

2-2-1. 重大インシデント 

 

 

 

 

2-2-2.重大インシデント 

 

 

 

 



 
 

2-2-3.重大インシデント 

 

 

 

 

2-2-4.重大インシデント 

 

 

 

 

 

 



 
 

３．その他事案 

3-1.札幌航空交通管制部における対空通信施設の障害 

 
 

Ⅲ．平成 29 年度の安全性向上に向けた主な取り組み 

 

１．リスクベースの安全監督に係る取組み 

「航空保安業務における効果的な安全監督のあり方調査」の実施 

これまで実施してきた安全監督は、交通管制部から収集した安全情報や安全監査で確

認した情報を中心として実施しています。ICAO では世界航空安全計画において 2028 年を

目途に予測型リスク管理を導入することとしていますが、現状では潜在的なリスクとハ

ザードに対して必ずしも十分な対応ができていないため、予測型リスク管理を含む安全

監督の実現に向け CMI（継続的監視情報）の導入、仕組み（ツール、システム）の要件、

安全情報の整理、安全監査、教育・訓練及び基準のあり方について調査しました。 

 

２．安全監査の実施状況 

国が実施している航空保安業務 34機関、また国土交通大臣以外の者が設置する航空保

安無線施設の設置者及び航空灯火の設置者及び国管理空港運営権者 100 機関に対して定

期安全監査を実施しました。 

 

 ３．航空管制官の疲労管理の導入に向けた取り組み 

航空管制官の疲労を「業務に影響を与えるハザード」として捉え、そのリスクを適切に

評価する仕組みと指針が必要であることから、2013 年 6 月に ICAO 航空委員会において、

航空管制官に対し、科学的根拠に基づき疲労を適切に評価・管理するための「疲労管理」

の導入が決定され、航空管制官への「疲労管理」適用日を 2020 年 11 月までとしていま

す。 



 
 

これを受けて、我が国における航空管制官の疲労管理の導入に向けた基準等のあり方

について検討しました。 

 

Ⅳ．安全にかかわる情報の評価・分析と今後の対策 

第 5 回交通管制安全情報分析委員会において、平成 29年度の安全情報について審議した

結果、それぞれの事案について、関係者により必要な対応がとられており、引き続き適切に

フォローアップを行っていくべきことが確認されました。 

また、引き続き安全情報の分析に基づき、ヒューマンファクターに関する再発防止等の取

り組み及び施設の予防保全等の対応等を適確に行うことに加え、より効果的な安全対策を

行うための要因の掘り下げや関連情報の把握等、更なる安全確保に向けた取組を進めるこ

とが必要であるとの評価を受けています。 

 

 

  



 
 

別紙３ 

第５回 交通管制安全情報分析委員会 議事要旨 

 

（１） 交通管制分野の安全をめぐる最近の動向、安全情報に対する分析と対策、安全性

の向上に向けた取組状況について、事務局より報告を行いました。 

 

（２） 平成２９年度に交通管制分野における業務提供機関より収集した安全情報に対す

る統計分析、再発防止策の的確性及び今後の対応について、各委員により審議が行

われました。 

 

（委員からの主な発言） 

 過去４年間の安全情報が蓄積され、少しずつ傾向が見えてきた。今後も継

続してしっかり分析を行って頂きたい。 

 

 ヒューマンファクターの分析において、ミスコミュニケーションという観

点から分析を行うことについても検討する必要がある。この場合、時系列

に沿って何が有効であったかに着目すると良い。また、ハード障害につい

てもヒューマンファクターに関する分析を行い、評価した方がよい。 

 

 過去に事例がないものに対する研究は非常に難しい。特に設備の経年劣

化、自然災害などの複合要因で障害が発生した場合、現在の分析手法でど

こまで深掘りできるのかが難しいところ。事前に対策を講じることができ

たというグッドプラクティスを抽出できれば価値がある。人間が作ったシ

ステムだと、自然災害に比べれば色々なことがわかるはずなので、その事

例をもとに分析の精度を高めることが必要になる。さらにヒューマンファ

クターが絡むと非常に複雑になるが、チャレンジして頂きたい。 

 

 従来の安全の考え方は、事例に対して原因を究明し対策を講じるという発

想であるが、最近の安全工学ではレジリエンスエンジニアリングや

Safety-Ⅱといった新しい考え方が重要と言われている。良い対応ができ

たのは何故か？という分析が今後は必要となり、変更管理を行い予防でき

た事例や日々の業務で効果があった事例に焦点を当てることも必要。 

 

 

 



 
 

 航空会社にとって、航空灯火のうち滑走路灯の点灯状況については、運航

の可否に関わることから特に重要視している。障害となった施設の種類に

よりリスクのウェイトが違うことを、今後の課題として認識する必要があ

る。 

 

 東京国際空港に設定されているＶＯＲ Ａ進入方式は、夜間海上よりＣ滑

走路に着陸する進入方式で、不慣れな運航者には非常に難しいと思う。特

に外国航空会社が就航する場合には、事前にシミュレータでの訓練が必要

である。 

 

 疲労管理についてはパイロットも実施しているが、疲労を申告して本人が

ペナルティを受けると制度がないがしろになってしまう。航空局において

も、ものが言える環境や制度作りをお願いしたい。 

 

 重大案件については業務提供者の分析結果に対して航空安全当局として妥

当であるかの評価に加え、航空安全当局として業務提供者と別な見方で評

価をする必要もある。安全情報について、深掘りすると同時に抽象的なレ

ベル、観点からも評価する必要がある。 


